
 

 

立、女性の健康課題である

月経に起因する症状や更年

期における心身の不調への

対応と仕事との両立に資す

る職場環境の整備に取り組

み、不妊治療、女性の健康

課題対応を図るために利用

可能な休暇制度等（休暇制

度（多目的・特定目的とも

可）・所定外労働制限制度

（残業免除）・時差出勤制

度・短時間勤務制度・フレ

ックスタイム制・在宅勤務

等）を導入し、労働者に制

度を利用させた中小企業事

業主に助成するものです。

この助成金は事業所単位で

はなく事業主単位で支給さ

れます。 

 

◆助成金の種類 

助成金は、支給要領に定

める次の場合に支給しま

す。 

イ 不妊治療 

不妊治療と仕事との両立

支援制度について、労働協

約または就業規則等の規定

整備により導入し、対象労

働者がいずれかの制度を５

日（回）以上利用した場合

に支給する。 

ロ 女性の健康課題対応

（月経） 

月経に起因する症状への

対応を図るための制度につ

いて、労働協約または就業

規則等の規定整備により導

入し、対象労働者がいずれ

かの制度を５日（回）以上

利用した場合に支給する。 

ハ 女性の健康課題対応

（更年期） 

更年期における心身の不

調への対応を図るための制

度について、労働協約また

は就業規則等の規定整備に

より導入し、対象労働者が

いずれかの制度を５日

（回）以上利用した場合に

支給する。 

 

助成金を受ける際の詳し

い要件などの詳細は、厚生

労働省のホームページを確

認してください。支給申請

については当事務所へお気

軽にご相談ください。 

 

【厚生労働省「仕事と家庭の

両立支援に取り組む事業主等

のみなさまへ」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/

seisakunitsuite/bunya/kodom

o/shokuba_kosodate/ryourits

u01/ 

 

５月の税務と労務の手続

期限［提出先・納付先］ 
12 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特

別徴収税額の納付［郵便

局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取

得届の提出＜前月以降の

採用労働者がいる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

15 日 

○ 特別農業所得者の承認申

請［税務署］ 

6 月 2 日 

○ 軽自動車税（種別割）納付

［市区町村］ 

○ 自動車税（種別割）の納付

［都道府県］ 

○ 健保・厚年保険料の納付

［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告

書の提出［年金事務所］ 

○ 労働保険印紙保険料納

付・納付計器使用状況報

告書の提出［公共職業安

定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出

（雇用保険の被保険者で

ない場合）＜雇入れ・離職

の翌月末日＞ 

［公共職業安定所］ 

○ 確定申告税額の延納届出

額の納付［税務署］ 

 

 

弊所よりひと言 
 

●法務相談、労務・人事管

理、給与計算、各種許認可申

請、民事・家事事件、就業規

則見直し、労基署・年金事務

所の調査の立会い等につい

て、ご不明な点やご質問はお

気軽にお問い合わせ下さい。 

を公表しました。 

 

◆本マニュアルの内容と 

活用 

 本マニュアルでは、以下

の内容がまとめられていま

す。 

・カスハラ対策に取り組む

意義 

・カスハラの定義・判断基

準 

・スーパーマーケット業で

の実態（発生状況、対応状

況） 

・業界におけるカスハラに

対する共通方針（対応方

法） 

・具体的対策（基本方針、

相談対応体制の整備、対

応手順、社内教育・研

修、従業員への配慮措

置、再発防止への取組み 

等） 

 

カスハラ対策を企業に義

務付ける労働施策総合推進

法の改正が閣議決定され、

成立は目前です。しかし、

他のハラスメントに比べ歴

史が浅く、裁判例等の蓄積

も十分ではないため、実務

のノウハウが未発達です。 

企業にとっては、これか

らの情報収集や具体的な実

務対策への取組みが急務と

なるでしょう。 

 
【厚生労働省「業種別カスタ

マーハラスメント対策 企業

マニュアル（スーパーマーケ

ット業編）」】 

https://www.mhlw.go.jp/con

tent/11910000/001454169.pd

f 

 

両立支援等助成金に「不

妊治療及び女性の健康課

題対応両立支援コース」

が新設されました 

 

令和７年度から両立支援

等助成金に、「不妊治療及

び女性の健康課題対応両立

支援コース」が新設されま

した。既存の不妊治療両立

支援コースの支給対象事業

主と要件を見直したもの

で、更年期の心身の不調、

月経困難症など女性の健康

課題への対応と、仕事の両

立を実現するための環境整

備に取り組む中小企業を対

象にしています。 

 

◆「不妊治療及び女性の健

康課題対応両立支援コー

ス」の概要 

不妊治療と仕事との両

業種別カスタマーハラス

メント対策 企業マニュ

アル「スーパーマーケッ

ト業編」が公表されまし

た 

◆カスタマーハラスメント

の現状 

近年、顧客や取引先から

の悪質なクレーム等の著し

い迷惑行為（カスタマーハ

ラスメント。以下、「カスハ

ラ」という）が増加してい

ます。厚生労働省の調査で

は、カスハラは、セクハ

ラ・マタハラ・パワハラ等

の他のハラスメントと比

べ、過去３年間で相談のあ

った企業の件数が最も多

く、社会的な問題ととらえ

られています。 

こうした背景を踏まえ、

厚生労働省は、令和４年に

「カスタマーハラスメント

対策企業マニュアル」を策

定し、カスハラ対策に関心

を持つ業界団体に向け、対

応方針を策定してきまし

た。令和６年度事業では、

スーパーマーケット業界に

ついて実施し、今年３月に

「スーパーマーケット編」

の企業マニュアル（以下、

「本マニュアル」という）
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